
令和７年度第２回山元町都市計画審議会 
 

 

日時：令和８年１月１４日(水) 午後３時から  

場所：山元町防災拠点・山下地域交流センター 

（つばめの杜ひだまりホール）  

３階 会議室５ 

 

次 第 

 

１ 開 会 

 

 

２ 挨 拶 
山元町都市計画審議会 会長 伊達睦雄氏 

 

 

３ 審議事項 
   議案第１号 山元都市計画下水道の変更について 

 

 

４ その他 
   都市計画マスタープラン及び立地適正化計画策定の進捗状況について 

 

 

５ 閉 会 

 

 
 

配布資料 

  ・次第、座席表（本紙・本紙裏面） 

  ・議案第１号 山元都市計画下水道の変更について 

  ・資料１ 根拠法令抜粋 

  ・資料２ 特定環境保全公共下水道総括図（汚水） 

  ・資料３ 山元都市計画下水道の変更について 

  ・資料４ 都市計画マスタープラン改正・立地適正化計画策定 実施工程案 
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議案第１号 
 

山元都市計画下水道の変更について 

 

１ 下水道の名称 山元町特定環境保全公共下水道 
 
２ 変更内容 

（１）排水区域 計画区域の縮小（変更前 約５２８ｈａ → 変更後 約４７８ｈａ） 
 

  （２）下水道渠 第２放流渠整備の廃止 
   

（３）主要施設 水処理施設の一部を廃止 
 
３ 変更理由 
  （１）排水区域 

立地適正化計画との整合を図るため、居住誘導区域を下水道区域に追加するもの。ま
た、現計画区域のうち東日本大震災後に災害危険区域に指定された区域において、現時
点で住宅等が建設されていない区域等を削除し、住宅等が存在し下水道への接続が可能
な区域の追加を行うもの。 

 

  （２）下水道渠 
      山元浄化センターの処理水を牛橋公園の修景用水として再利用するために位置付け

ていた第２放流渠について、震災後に町内で親水施設を備えた公園が複数整備された
状況を踏まえ、事業を見直し、処理水の再利用を行わないこととしたため、都市計画
下水道の下水道管渠から削除するもの。 

 

  （３）主要施設 
      山元浄化センターの処理水の放流水質基準の緩和により、砂ろ過設備の計画を廃止

するもの。また、排水区域の縮小及び将来的な人口減少による処理水量の減少に伴い、
山元浄化センター内で老朽化している水処理施設（活性汚泥処理施設）の一部を廃止
するもの。 

 
 



 

根拠法令抜粋（都市計画法） 
 
第19条（市町村の都市計画の決定） 

第１項 市町村は、市町村都市計画審議会の議を経て、都市計画を決定するものとする。 
    → 本審議会にて、都市計画施設（山元都市計画下水道）の変更について議案提案 
第２項 市町村は、前項の規定により都市計画の案を市町村都市計画審議会に付議しようと 

するときは、第17条第２項の規定により提出された意見書の要旨を市町村都市計画
審議会に提出しなければならない。 

     → 第17条の規定による意見書の提出がなかったため、本審議会に要旨の提出なし 
 

第17条（都市計画の案の縦覧等） 
 第１項 市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定め 

るところにより、その旨を公告し、当該都市計画の案を、当該都市計画を決定しよう
とする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から２週間公衆の縦覧に供しなけ
ればならない。 

     → 令和７年10月27日告示、２週間縦覧済み 
第２項 前項の規定による公告があったときは、関係市町村の住民及び利害関係人は、同項 

の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された都市計画の案について、意見書を提出す
ることができる。 

     → 縦覧期間内に意見書の提出なし 
 

第16条（公聴会の開催等） 
 第１項 市町村は、都市計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めると

きは、公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 
     → 令和７年10月７日に住民意見交換会を開催、意見なし 

 

資料１



資料２



山元都市計画下水道の変更について

山元町建設水道課
令和８年１月

資料３



都市計画下水道の変更について

１．山元町の汚水処理状況

特定環境保全公共下
水道区域 ５２８ｈａ

農業集落排水事業
認可区域 １１４ｈａ

表記区域外については
合併処理浄化槽による
整備

1



２．山元都市計画下水道区域の見直し

都市計画下水道の変更について

①都市計画マスタープラン、立地適正化計画等と整合を図り、居住誘導
区域（予定区域）を追加するもの。

②効率的な整備を実施していくため、事業計画を見直すもの。

現 在 変更（案）

現計画
区域面積
528ha

変更（案）
区域面積
478ha

2



都市計画下水道の変更について

上位計画と整合を図り、 居住誘導区域（予定
区域）を追加（赤色着色）

3

立地適正化計画に係る誘導区域 公共下水道事業計画区域（案）

３．下水道事業計画の変更内容

①計画区域の変更

⑴山下地区（つばめの杜・山下地区）



都市計画下水道の変更について

現計画区域内において住宅等がなく、地形的
に整備が困難な区域を削除（黄色着色）

4

立地適正化計画に係る誘導区域 公共下水道事業計画区域（案）

３．下水道事業計画の変更内容

①計画区域の変更

⑵宮城病院地区（合戦原・桜塚地区）



都市計画下水道の変更について

現計画区域内において住宅等がなく、地形的
に整備が困難な区域を削除（黄色着色）

5

立地適正化計画に係る誘導区域

３．下水道事業計画の変更内容

①計画区域の変更

⑶坂元地区（町・下郷地区）

公共下水道事業計画区域（案）



都市計画下水道の変更について

6

３．下水道事業計画の変更内容
③主要施設の変更

②第２放流渠整備の削除
山元浄化センター拡大図

山元浄化センターの処理水を牛橋公園で再利用する
計画に位置付けられていた第2放流渠を計画から削除
（緑色着色）

人口減少による処理水量の減少に対応するため、
水処理施設の一部を廃止（黄色着色）



都市計画下水道の変更について

7

４．今後の流れについて

・住民意見交換会
令和７年１０月７日に開催、意見なし

・宮城県都市計画課への協議
計画案により事前協議を行い、令和７年１０月２１日に異議
なしとの回答を受理

・山元町都市計画審議会【本日】
本審議会にて、山元都市計画下水道の変更について議案
を提案

・県知事協議
都市計画法及び下水道法に基づく県との協議を経て、今年度
内に下水道事業計画変更を完了



■都市計画マスタープラン改正・立地適正化計画策定 実施工程案（令和７年度以降）

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
基本構想案

（将来都市構造等）
の作成

分野別整備方針
の作成

地域別構想案
の作成

実現化方策
の作成

都市計画マスター
プランの作成

防災指針の作成

誘導区域の設定

用途地域指定
事前調査検討

目標指標の設定

立地適正化計画
の作成

令和８年度
４月 ５月 ６月10月 11月 12月 １月 ７月

関係機関協議

庁内調整

町議会

立
地
適
正
化
計
画

業務内容

住民合意形成

都
市
計
画
マ
ス
タ
ー

プ
ラ
ン

都市計画審議会

６月 ７月 ８月
令和７年度

２月 ３月４月 ５月 ９月

防災指針の作成

地域別将来像の検討

実現化方策の検討・作成

地域区分の設定

地域別方針の検討

都市施設整備の方針

都市環境形成の方針

その他の整備方針

都市機能誘導区域の検討

居住誘導区域の検討

目標値の設定

計画書作成

土地利用の方針

基本構想案

8/19全協説明

8/4
持続可能
本部会議

既存不適格建築物の調査

計画書修正計画書案の作成

用途地域素案の作成

計画書作成計画書案の作成 計画書修正

区域の修正

5/23県都市計画課

7/30
持続可能
検討委員会

7/9国交省

9/29都計審説明

10/7住民意見交換会 パブリックコメント

1/14都計審説明

12/22国交省

庁内調整

県都市計画課

都計審説明 都計審議案審議

全協説明 議案審議

冊子配布

冊子配布

区域の修正

国交省との協議により追加検討

印刷製本

印刷製本

※用途地域の都市計画決定は令和８年度下半期を予定

現在

資料４


